　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県障害者一般就労・職場定着促進支援事業実施要領
第１　趣旨

　　　この要領は、障害者一般就労・職場定着促進支援事業の実施について、神奈川県障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第２　目的

　　　就労移行支援事業等の就労系サービスを利用することにより、地域の企業への一般就労に移行する障害者について、就労が成功した後の就業生活における困難に対する支援や、障害者雇用を考えている企業に対して職務内容等に対する提案を実施し、障害者の一般就労・就職後の職場定着に対するさらなる促進を図ることを目的とする。
第３　事業の内容等
１　実施主体

　　　事業の実施主体は県とする。

２　補助要件等
（１）就労移行支援事業において利用者に対して、地域の障害者就業・生活支援センター等と協力し、社会適応訓練等に関する講座を企画実施する場合に助成。（助成対象は就労移行支援事業者）
　　　　・１回の講座に要する日数が年５日以上１２日未満の場合に助成

（２）フォローアップの一環として、就労移行支援事業において一般就労した者を対象に勉強会、自主交流会等を実施する場合に助成。（助成対象は就労移行支援事業者）
　　　・当該事業所を利用し、一般就労した利用者を対象に実施　
（３）就労移行支援事業者及び就労継続支援事業者（Ａ型・Ｂ型）が、地域の障害者就業・生活支援センター等と協力し、実際に障害者の雇用を検討する企業の職務分析を実施した場合に助成。（助成対象は就労移行支援事業者、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業者）
３　補助額等
　（１）前項の内容を５回以上実施した場合、回数に応じて１回あたり２０千円、年間最大３６回までを助成する。
（２）補助金の交付は精算払いとする。

（３）県は本事業の進捗状況等を把握するため、必要な報告を求めることができる。

第４　提出書類
１　本事業に係る補助を受けようとする事業者は、交付要綱第４条に定めるものを提出するものとする。

２　前項の交付申請を行った事業者は、交付要綱第８条に定めるもののほか、神奈川県障害者一般就労・職場定着促進支援事業実施結果報告書（別紙１）を事業完了後、１５日以内に提出するものとする。
附　則
　　　この要領は、平成２１年４月１日から施行し、平成２５年３月３１日をもって廃止する。
附　則

　　　この要領は、平成２４年４月１日から施行する。

平成　　年度　神奈川県障害者一般就労・職場定着促進支援事業　実施結果報告書

１　社会適応等に関する講座企画・開催　　　　　　　　　　 　

	
	事業所名
	日時(期間)
	内容
	人数

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	


必要に応じて行を追加のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　実施等の回数　　　回（Ａ）
２　勉強会、自主交流会企画・開催　　　　　　　　　　 　

	
	事業所名
	日時
	内容
	人数

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	


必要に応じて行を追加のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　実施等の回数　　　回（Ｂ）
３　障害者の雇用を検討する企業の職務分析　　　　　　　　　　 　

	
	事業所名
	企業名
	内容

	１
	
	
	内容がわかる資料等を別に添付してください。

	２
	
	
	

	３
	
	
	


必要に応じて行を追加のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　実施等の回数　　　回（Ｃ）
　実施等の回数　総計　　　　回（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）



平成　　年　　月　　日





（別紙１）








